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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01-3667-2
高歯667

松井歯科医院 〒760-0080
高松市木太町２３５１番
地３

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第582号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

02-3123-4
丸歯123

丸亀ごうだ歯科医院 〒763-0082
丸亀市土器町東四丁目８
５０

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第196号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

05-3085-8
観歯085

ココイロ矯正歯科・お
となこども歯科

〒768-0023
観音寺市古川町１０００
番地１

有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第95号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

12-3052-4
小歯52

はらだ歯科医院 〒761-4106
小豆郡土庄町甲１１７２
番地１

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第264号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第171号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

15-3058-4
綾歯58

ごうだおとなこども歯
科

〒769-0206
綾歌郡宇多津町浜六番丁
８２番地３

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第209号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

15-3062-6
綾歯62

ごうだＯＣＥＡＮ歯科 〒769-0210
綾歌郡宇多津町２３７５
－２

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第210号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日


